
○ 委員長 
 説明が終わりましたので、基本方針の１４ページまで及び本日の提出資料についての質疑を

許します。質疑はありませんか。 
○ 川上委員 

 おはようございます。日本共産党の川上直喜です。公共施設等のあり方に関する基本方針１

ページから順次おたずねしていきたいと思います。まず、この公共施設の法上の位置づけにつ

いては、自治法上はどういう位置づけになっていますか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 公共施設の自治法上の位置づけということですが、行政財産とか公有財産の中で、行政財産

とか普通財産とか言う色分けをしていますが、この公共施設については行政財産の一部と考え

ています。なお、この公共施設につきましても大多数は公の施設が対象というふうにいたして

います。 

○ 川上委員 

 この課題を検討する上で、あなた方は一番、公共施設問題を考える上で一番重視した点はど

の点ですか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 今のご質問ですが２ページから基本方針策定の背景、必要性ということで掲げています。厳

しい財政状況等以下先ほども説明をいたしましたが、この公共施設の統合整理につきましては、

市町合併の 大のメリットのひとつと考えています。あくまで行革の推進だけではなくて、市

町合併によりましてひとつ大きなものが組織機構の簡素化、効率化というものと公共施設の統

合性いうふうに考えています。 

○ 川上委員 

 昨年、第一次飯塚市総合計画を策定しましたね、１０年後本市は１３万人の人口を抱えて、

本当にみんなが住みやすいまちをつくるんだということを謳ってるわけですが、基本的にはそ

の飯塚市というのは、１０年後の飯塚市というのは株式会社飯塚市ではないんですよ。地方自

治法上に位置づけられた地方公共団体であって、その目的とするところは住民の福祉の増進に

ありますね。この公共施設というのは住民の福祉を増進する拠点でしょ、この拠点をどうする

かという事がこれを調査審議する上で押えるべき大事な点だと思うんです、そういうふうなこ

とは考えられませんでしたか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 今言われましたような部分は当然考えた中で検討いたしています。 

○ 川上委員 

 それでは、８ページに参考として地方自治法の第２４４条第１項が抜粋紹介されていますね、

この中で住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための云々というふうには書い

てあります。ここ以外で住民福祉の増進という言葉が、この基本方針の中のどこにありますか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 この公の施設につきましては自治法の２４４条それから２４４条の２に規定されています。

当然住民の方の福祉の増進のために設置されたものであります。それは当然でありますので、

そのあとの分についてはそういう住民のための福祉の増進という記述はございません。 

○ 川上委員 

 ですから、この参考資料であげられた法の紹介以外のところでは住民福祉の増進という言葉

が全然ないということなんです。非常に珍しい基本方針なんですよ。実施計画ではないんです、

基本方針の中にそれがないということをまず確認しておく必要があると思います。 

 そこで４行目から「しかしながら」とあります。ここは財政問題から行財政改革積極的に取
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組んでいるという状況説明をあなた方がしたところなんです。ここで、財政危機の要因につい

て半年前の総合計画の記述と要因が変わっているところがあるんですよ、順位が、どこが変わ

ってるんですかね。 

○ 委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １１：２４ 

再開 １１：３７ 

 委員会を再開いたします。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 市の総合計画につきましては、その計画策定の背景では、まず 初に少子高齢化とか高度情

報化等の記載をいたしていますが、公共施設等のあり方に関する基本方針これにつきましては

行財政改革大綱に基づいて策定したものでありますが、本市の財政状況、特に地方交付税の削

減等についてまず 初に記述をいたしています。 

○ 川上委員 

 そうなんです、総合計画の２ページには予想を超える少子高齢化社会の到来、環境問題への

関心の高まりなど社会経済情勢が大きく変化する中、市民ニーズの高度多様化や新たな課題な

ど行政需要は増大し、また国の三位一体の改革による地方交付税の大幅削減など、本市を取り

巻く環境はますます厳しくなりと、本市財政は危機的状況となっていますと書いてあるんです

ね、ですから、これ半年前の認識だとおもうんですね、これが半年間の間にここに書いてある

ように国の三位一体の改革による地方交付税の大幅削減というのが非常に大きいんだというこ

とがクローズアップされてるんだというふうに思うわけです。そこで、この間、国の三位一体

改革による地方交付税の削減額ということについては報告があっていましたが、１８年度単年

度で２３億ということでしたけど、改革期間の平成１６、１７、１８の３ヵ年ではどうかとい

うことは分かりますか。 

○ 財政課長 

 １６、１７の数字をこちらの方で資料としては持ち合わせていませんが、１８年度は委員の

おっしゃるとおり２３億９千万ほどの影響額が出ています。 

○ 川上委員 

 感想的になりますけど、合併後の平成１８年度から５ヵ年で行財政改革の効果目標を１２９

億円とすると、それに対して２ヵ年で６３億円効果が表れていますというのが議会での答弁だ

ったんです。１８年度単年度だけで交付税が２３億円マイナスの影響が出ているということで

すので１７年、１６年遡って行けば数十億円規模の削減というふうに見て取れると思います。

何のために市民と市職員に犠牲を押し付けて行財政改革をやっているのかということになるわ

けですね。そこで、また目をここに戻しますが、この財政危機の原因についてここでは収入が

不足していることについては書いてあるんですね、ところが支出について述べていないんです、

ここでは。支出についての影響についてはどのように考えられてここに書いていないのかお尋

ねします。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 初に説明しましたが、このはじめにつきましては基本方針を策定する目的、主旨的なもの

を書いていますのでその財政状況、歳出の状況についても詳しくは記載はしていません。 

○ 川下委員 

 詳しく記載していないんではなくて、観点がないんですよ、ここには。収入が不足しました

と、そして財政危機になっていますと書いてあるんですよ。一言で言えば。支出のことは書い

てないでしょ。書いてますか。 
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○ 行財政改革推進室主幹 

 記載はしていません。 

○ 川上委員 

 観点が欠落しているんです。この間何度か予算特別委員会含めて予算議会で本市財政の苦境

の原因はどこにあるのかをたずねてまいりました。何度も答弁があっています、どういう答弁

でしたか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 すみません、もう一度質問を。 

○ 川上委員 

 この中に、財政危機の原因として収入が不足したというのは書いてありますね、ところが支

出がどうかということの観点が欠落しているでしょ。しかしあなた方は予算議会、特別委員会

などにおいては本市財政の苦境の原因についてちゃんと収入の問題と支出の問題と両方から答

弁してるじゃないですか。支出のほうについてはどういう答弁をしていたか聞いてるんです。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 今までには歳入の関係、歳出の関係、答弁、一般質問等や予算特別委員会等では答弁いたし

ております。この中で全然記載がないということですが、２ページの厳しい財政状況の中では

今後も行財政需要がますます増えてくるということで今後のまちづくりを見据えた中で子育て

支援とか教育とか福祉とかいうことを含めた中での行財政需要が増えてくるという記述はいた

しています。 

○ 川上委員 

 どうしてここで書かないのかということをさっきから聞いてるんです。あなた方は市長も何

度も答弁されてるでしょ、その過去の借金ですよ。過去の借金返済が増高していて、これも大

変な支出になっているということをいっていませんでしたか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 今までの飯塚市の財政状況として答弁する中では当然公債費の増大等については答弁はいた

しています。 

○ 川上委員 

 一貫性がないですね。どうしてこの中で過去の借金の返済が市財政が圧迫する大きな要因と

なってることを書かないんですか、隠すのですか、その辺の事情を聞かせてください。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 別に隠したりはしていませんが、あくまでも公共施設のあり方に関する基本方針の策定にあ

たっての主旨等を記載していますので別に隠して記載をしていないということではございませ

ん。 

○ 川上委員 

 欠落しているのは認めるでしょ、欠落しているでしょ。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 公債費等につきましては 後の資料で飯塚市の財政状況というのをつけさせていただいてい

ます。その中で公債費の推移というのを記載していますので、別に隠したりということはござ

いません。 

○ 川上委員 

 そしたらあなた方の中に観点がまるでないのか、隠してるなら隠してると私思いますよ。こ

んな、一貫性がないじゃないですか。特別委員会でも一貫して財政危機の要因を言ってきたわ

けだから。聞きますけど、現段階で過去の借金の返済が本市財政を圧迫する大きな要因になっ

てること自体については認められますか。 
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○ 行財政改革推進室主幹 

 そういうものは要因のひとつだとは思っています。 

○ 川上委員 

 じゃあ、本来なら基本方針の中にここで書き込まなければならんことだったと思います。そ

れから続けてお尋ねしますけど、何行か下に１２９億円の効果額を見込んでいるんだけども、

今後予想される動きに対する対応が必要だということで、３つ書いてあるんですね。ひとつは

地方交付税の更なる削減、二つ目が国の制度改革などへの対応、３番目は当然ですが新たな行

財政需要の発生ということが書いてあるんですが、この地方交付税の更なる削減というのはど

のように見ておられるんですか。 

○ 財政課長 

 三位一体改革の影響額に加えて、１８年度に策定しています財政シュミレーションとの比較

におきましても２０年度の当初予算で比較しましても４億ほど減額したところで推移していま

す。そういった予測し得なかった削減額のことでございます。 

○ 川上委員 

 大牟田市が昨年度を 終年度とする行財政改革をやりましたね、行財政改革目標を確か超過

達成したでしょ、そうするとどうなったかというと、地方交付税が減ったわけですね。もう少

し正確な把握がここのところはいるんではないでしょうか。 

それから続けてお尋ねします、２ページに（２）に関わるところなんですが、中ほどに公共

施設を維持管理運営するために経常的に必要な経費は１８年度決算では年間約４１億円に達し、

一般会計決算額の７％に及んでいると、その縮減が必要だということが書いてあるんですが、

この４１億円というのはどういう要素を入れて４１億円になっているんですか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 この年間約４１億円ですが、施設の維持管理運営経費ということで人件費等は除いた中での

金額でございます。 

○ 川上委員 

 人件費は入っていないということですね。それで、使用料を取ってありますでしょ、使用料

は全体でどれくらい入っていますか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 今、その数字、収入については把握はいたしておりません。 

○ 川上委員 

 出納閉鎖も終わっていますが、１９年度がどのくらいになるか見通しが、数字が分かります

か。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 今は把握いたしていませんので、あとで答弁させていただきたいと思います。 

○ 川上委員 

 じゃあ、お願いいたします。それからですね、その下に公共施設は昭和４０年代から５０年

代にかけて建設されたものが多くというように書いてありますね、例えば小学校、中学校など

を見ますと、旧市町ごとにかなりアンバランスがあると思うんですよ。大体この辺は、大まか

に言うとどういう特徴が出ていますか。 

○ 委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １１：５４ 

再開 １２：５９ 

 委員会を再開いたします。 
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○ 財政課長 

 午前中保留していました、使用料の額について説明いたします。平成１９年度の決算統計こ

れまだ確定してませんが、速報値ということでご理解いただきたいと思います。公共施設だけ

という区分はありませんが、決算統計の区分の中で使用料の総額としましては１２億２４２万

９千円が使用料として上がってきます。この中には授業料ですとか、保育所の使用料－保育所

の使用料は２億３千万円ほどあります、それと公営住宅の使用料が６億ほどありまして、それ

以外のその他の使用料として３億５千万円ほどあがっています、この中に公共施設の使用料で

すとか市有土地の使用料、道路占用料が含まれています。それと午前中、交付税の大幅な削減

ということでの説明の補足をさせていただきます。総務省が示しました平成１９年度から平成

２１年度までの交付税の推計といたしまして、総務省のほうでは平成１９年度にマイナスの１．

３％の減額で推計されていました。実際に本市の方で１９年度対１８年度の交付税の額といた

しましては６億７千万円ほど減額されていまして、率にして４．９％の減額となっていますの

で、こういうことから更なる削減という表現をさせていただいています。 

○ 教育総務課長 

 学校を例にということでございますので、小中学校の旧市町ごとの建設年度を申し上げます。

旧飯塚市が小学校で昭和３７年から５９年度の建築でございます。また旧頴田町が昭和４８年、

４９年、旧筑穂町が統廃合の関係もございますが昭和６０年から平成１６年、旧庄内町が昭和

４５年から５６年、旧穂波町が昭和５８年から平成１７年でございます。特徴といたしまして

は旧筑穂町、旧穂波町が比較的新しい施設となっています。中学校につきましては旧頴田町を

除きまして全地区ともほぼ昭和４０年から５０年代に建築された施設であります。また特徴と

しましては一部ですが旧穂波町につきましては教室等をおもに建替えていますが、旧飯塚につ

きましては体育館等の施設からさきに建替え改築を行っている関係があるというような特徴も

ございます。また合併前の市町の方針や財政状況によるところでございますので、その建替え

時期とか何から先に建替えるというのは承知していませんが、推測としましては戦前戦後の木

造建築の建替え時期が昭和４０年から５０年代に重なったのではないかと推測されるところで

す。また、飯塚市におきましても景気の上昇等でオートレース場の収益等もあったのかもの知

れませんがそういうこともありまして昭和４０年から５０年に建替えられたものと推測されま

す。またそこにも記載がありますが昭和５６年以前の建築基準法で建てられた建物については

現在耐震診断を進め、必要に応じて耐震補強工事を実施しているところです。 

○ 川上委員 

 分かりました。５ページに基本方針の位置づけ、対象、期間というところがあります。その

うち（３）基本方針の計画期間というところがあります、基本方針は平成２０年度を初年度と

し、第１次総合計画と整合性を図るため平成２８年度までの９年間を計画期間とします。ただ

しこの基本方針に基づいて策定される実施計画では合併特例債の活用できる期間を踏まえ実施

予定年度等を検討する必要がありますというふうに合併特例債を財源としてあり方検討を進め

るということが書いてあると思うんです。それで合併特例債、改めてお尋ねしますが上限はい

くらになっていましたでしょうか。 

○ 財政課長 

 資料を手元に持っていないので正確な数字はあれですが－事業ベースで４７０億程度だった

と記憶しています。 

○ 川上委員 

 合併協議の過程では５３４億程度が上限になっていませんでしたでしょうか。 

○ 財政課長 

 国勢調査の人口によりまして基準額が賛成されますので平成１７年の国勢調査の人口ではじ
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きなおした数字でございます。 

○ 川上委員 

 ４７０億上限ということなんですが、現在の利活用情況はどうなっていますか。 

○ 財務部長 

 合併特例債について補足説明させていただきます。合併特例債については、ハード事業とソ

フト事業があります。質問者が先ほど申されました５３０億というのはソフト事業も含めた数

字で、基金増勢のために事業費４０億の分が３８億の合併特例債が許可されています。それで

１８年度にその３８億を含めまして４１億３７４０万円、１９年度に２億６５１０万円、２０

年度につきましては１５億８９００万円の予算を計上しています。 

○ 川上委員 

 そうしますと、約６０億、利活用しているということになりますね。これは５３０億のうち

その額ということでいいんですか。 

○ 財務部長 

 そのとおりです。合併特例債につきましては原則として事業費の９５％、企業会計の事業に

つきましては事業費の１００％が充当になっていますので、事業費イコール合併特例債という

ことではありません。若干、５％減額になる部分もありますし、１００％認められる分もあり

ます。 

○ 川上委員 

 そうしますと、私なりに整理しましたら、合併特例債上限は約５３０億としまして、現在ま

でに約６０億利活用しているので、残る利活用の上限というのは４７０億くらいという理解で

いいですか。はい、分かりました。 

 続いて９ページの中ほどに（３）で利用者の視点に立った施設運営の改善というところがあ

ります。中ほどに、「また」と書いて、５行目ですか、従来の年齢や利用者を限定していた施設

については法令等による制限や施設の運営状況から設置目的外の活用が不適当の場合を除き、

施設の運用方法や利用要件等の見直しを行いながら利用制限を緩和廃止し、市民利用の更なる

拡充を図る必要があると書いてあります。ここのところを少し説明していただけませんでしょ

うか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 この中段の方に記載いたしております従来の年齢それから利用者の限定した施設等について

の更なる利用率を上げるために、例えば児童センター等であれば通常であれば午後からの利用

になりますが、午前中に使うことが出来ないかどうかとかいう検討も必要になってくるかと思

いますし、色んな施設の有効利活用について検討したりとかですね。例えばサンアビリティー

飯塚あたりは身障者の施設ですが一般健常者も含めた中で利用拡大ができないかというような

ことも含めた中で相対的に検討をして行くということで記載をいたしております。 

○ 川上委員 

 それでは、１０ページ、上のほうに（５）があります。配置転換後の施設や空き余裕スペー

スの有効利活用と書いてあるわけですね、私はこれを読んでいまして少し、合併前のことにな

りますけど、旧飯塚の行財政改革で廃止した中央保育所及び跡地の問題ですね、何度も言って

ることなんですが、教訓を踏まえておく必要があるんではないかと思うんです。ここについて

は中央保育所のあとの施設、跡地はここで書いてあるような方向で利用されていたんじゃない

ですかね。ところが行革だということでそれが廃止変更になっていくということがあると思う

んですがこの辺については何か考えることがないですか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 配置転換後の施設や空き余裕スペースの有効利活用ということで記載をいたしていますが、
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適正配置後に廃止になった施設等につきましては地域とか関係団体との意見を聞きながら、例

えば無償で貸与とか言うこともありましょうし、必要がなければ売却ということも考えられま

すけど、その地域の方々、関係団体等の御意見等を聞きながら総合的に判断をしていきたいと

いうふうに考えています。 

○ 川上委員 

 私は中央保育所跡地の現在のスペース、リプロックス社が購入した土地なんですが、ここ今

も報告がないんですが以前現職の市会議員が使っているという状況を把握して是正を求めたこ

とがあるんですが、その後こうなったという報告はないんですね。それで、そういうような曖

昧な状態のまま、市としてこの（５）で書いてあるようなことが出せるのかと、こういうこと

も是正しきれないならここの有効利活用というのはそういうことが起こっても仕方がないとい

う事になりはしないかと思うんですね、その辺についてはどうお考えですか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 先ほど中央保育所の跡地のことを言われましたが、たとえば旧鯰田幼稚園あたりは集いの広

場いいづかという形のなかでボランティア団体による子育て支援あたりも、無償で貸与した中

で活動をしていただいています。今後ですねこの基本方針に基づいて実施計画を立てていくわ

けですけど、そういうことが無いような形の中で検討をしていきたいというふうに考えていま

す。 

○ 川上委員 

 あなた方が市民の反対を押し切って、鯰田の公立幼稚園を幸袋幼稚園に統合したのは皆が知

ってることなんですけど、そのあとをどう利用するかということはあるでしょう。しかし、今

聞いたのは中央保育所の跡地の現状を反省しないでこういう方向を打ち出せるのかと、本当に。

これはどういう反省をされてこういうことが書かれているんですか. 

○ 財務部長 

 中央保育所につきましては、廃止後については処分するということで当初は計画をしまして

その方針で参っていました、それで処分できない状況がありまして、地元から処分するまでは

地元で活用できないかという要望が・・（ちょっと・・（声あり）） 

○ 委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １３：１５ 

再開 １３：１５ 

 委員会を再開します。 

○ 財務部長 

 中央保育所につきましては、廃止の方向が出ましたときに跡地をどうするかということにつ

いては処分するという方向で決定いたしていました。で、処分するまでの間、空きスペースに

なっていましたので地元から要望が出まして、処分するまでの間使わせてもらいたいというこ

とで、当分の間ということで使用してもらったわけです。処分する方向が決まりまして、それ

で利用者についても退去してもらいまして、先ほど言われましたようにリプロックスに売却し

たわけです。リプロックスが不幸にして倒産という形になっていますが、これは反省というよ

り当初の方針通り処分して、その結果として現在に至っていると言うふうに認識しています。 

○ 川上委員 

 現状も当初の方針通りと、止むを得ないという答弁ですか。 

○ 財務部長 

 そのとおりです。 

○ 川上委員 
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 ここで資産として 大限の有効利用を図りますと書いてあるでしょ、中央保育所の跡地は２

４００万円で売ったんでしょ、それが 大限の有効利用であったかどうかね、そしてその会社

が売却した会社がもう動けなくなって現職の市議会議員が駐車場代わりに使っているというの

が目の前にあって一言も反省がこの場でも出てこないという上でのこういう有効利活用という

のであれば、市長、これはもう少し検討しなおさないといけないんじゃないですか。どうです

か。 

○ 財務部長 

 先ほども申しましたように、質問者申されますように現職の市議会議員さんが利用されてる

という状況を私たちは把握いたしていませんが、処分いたすときには市の有効活用ということ

で処分したわけですので、結果として今、不幸にして先ほども申しましたように倒産という形

になっていますけど処分した時点では有効ということに判断して処分したわけでございます。 

○ 川上委員 

 私はね、繰り返しませんけど、その仮にも住民の福祉の増進を図るべき拠点足るべき公共施

設の今後のあり方を巡って政治家だとか市が特定の関係を結んで優遇するというようなことが

今後あるとすれば、そういう批判を市民から浴びるとすれば大変なことになると思うんですよ、

だから目の前にある問題についてはきちんと解決して教訓を明らかにしないといけないんじゃ

ないかという指摘をしたんだけど、財務部長は現状を把握していないといわれましたけどね、

執行部不統一じゃないですか、どうですか。 

○ 経済部長 

 市議会議員の方が駐車場を使っているということですが、以前もそういう指摘があって調査

しています。昼間は現時点では停まっておりません。夜間については調査していませんので把

握していませんが、昼間についてはそういう関係の方の車両は停まっていないということです。 

○ 川上委員 

 昼間も停まっていますよ。ちゃんと駐車許可証をもらっているじゃないですか、リプロック

ス社から。私は本人から聞いてるんだから。だから、その辺で曖昧さを残すようなことで公共

施設のあり方基本方針とかいうのが進められるのかと思うんですよ。 

 それから同じく１０ページの８番、市民負担の公平性の確保についてです。この間、合併後

ですね、平準化だとか色んな言葉を使って使用料だとか住民負担が高くなる方向で統一を図っ

てきてますね。その流れの中で、公平性の確保と、今度言葉を使うんだけど、それで市民負担

をあげるということでは市民は納得いかないと思うんですね。たった今指摘したような問題も

解決しきらないで、住民負担が上がるような統一の仕方ということであれば納得いかないわけ

ですけど、この辺はどういうふうにお考えですか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 市民負担の公平性の確保ということで記載をしていますが、今現在でも公の施設、同じよう

な性格の施設であっても旧１市４町から引き継いだままで料金が統一できていない施設等もご

ざいます。また、施設を利用してない方もたくさんおられます。そういう中で維持管理経費に

ついては当然市民の皆さんの税金が投入されることになりますので、そういうことも含めてで

すね、当然利用者増に向けたＰＲとか色んな利用率の向上に向けた施策も展開していきたいと

は思っていますが、利用者、利用していない方の公平性を考えた中で今後負担のあり方につい

ては検討していきたいというふうに考えています。 

○ 川上委員 

 私は、市長が今進められている行財政改革の方針というのは基本的には住民と市職員を犠牲

にしながら、一方で大型開発の無駄は進めるというような意味合いにおいて反対だという態度

でずっといってきましたね。今回の公共施設等のあり方に関する基本方針というのがそういう
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立場からの行革の路線の上にあるというのは書いてあるわけですが、日本共産党してはその路

線のもとであっても、公共施設が住民福祉の拠点として役立つようになるように少しでも論戦

していきたいと思います。本日の質問はこれで終わりたいと思いますが、次回以降個別に質問

していきたいと思います。質問を終わります。 

○ 委員長 

 ほかに質問はありませんか。 

○ 江口委員 

 このスケジュールでは第１次実施計画が９月に原案が示され１１月末にむけて審議されると

いう形でしたよね。この中で、このあり方を検討した結果、どのくらいの財政効果が出る等々

の試算が必要になってくると思うんです。全般を見直しをして、１次計画、２次計画で全体を

やってしまうわけですよね。ある意味この部分は一番 初に書いてあるように財政の部分の必

要性から出た部分があります。そうなるとこの計画をきちんとやり上げることで、どのくらい

財政は好転をするんだよと、飯塚市はきちんと自立できるまちへ一歩進むんだよという部分を

明らかにする必要があると思うんです。今の段階はたぶん出来ていないんだろうと思うんです、

それはある意味公共施設という部分に着目をしながらじゃあどうしようかという、まず、皆さ

んの思いを集めたところからスタートしたと思うんです。ただ、これを実施計画に落とし込む

とき、そのときには必ず費用の部分が出てこなくてはならないと思うんですが、それについて

はきちんと示されるという理解でよろしいでしょうか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 適正配置、統合整理等に伴って、当然経費を削減する形になると思いますが、今言われまし

てように現時点では削減の見込み額というのは立てておりません。当然、適正配置、統合整理

等に伴いまして、仮に存続なり、統合複合化等が出てくると思いますけど、その中では当然大

規模改修工事なり建て替え等が発生してまいりますし、削減できた経費の一部については、一

部市民サービスの向上辺りに回すような形になってくると思います。それで実施計画を立てる

段階で、例えば削減できた経費をこういう事業に展開しますよというような具体的なものが出

てくるかというのは今の段階では予想できていませんが、概算でも、出来るだけ実施計画を立

てる段階ではお示しできたらというふうに考えています。 

○ 江口委員 

 是非、その部分をきちんとやっていただきたいと思うわけです。これから先、具体的な話を

市民の方々に示しながらやるわけですよね、そのときに必ず、これだけやってどのくらいよく

なるのという話になるかと思います。この計画による効果の見込み額、そしてまた目標ですね、

まず、市としては今回の計画でどこまで前進しようとするのかそしてまた、この計画でどのく

らいを見込めるのか。もうひとつは計画の中で先ほど特例債の話が出ました、その特例債をお

およそどのくらい使っていこうと思うのか、そこら辺等もきちんと併せた中で示していただか

ないとゴールが見えないままでは安心できません。是非、ゴールを見せながら市民とお話をし

ていただきたい。それは９月ないし１０月、１１月でも結構ですので第１次の実施計画が策定

されて示されるときには、概算でいいと思います、詳しい数字は勿論出ないと思いますが、概

算については示していただいてやっていただきたいと思います。 

あともう１点、原案については、第１次実施計画の原案については、行政内部で作るものと

理解してよろしいんでしょうか。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 ９月末に作成予定の実施計画の審議のたたき台となる素案につきましては、議会や市民の皆

さんの意見等を聞いた中でたたき台となる素案は行政の方で作っていきたいというふうに考え

ております。 
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○ 江口委員 

 その部分で意見を聞きながらというお話でしたが、たぶん意見を聞きながらというのはタウ

ンミーティングなり何なりである意味ザーッとした形で寄せられた要望等を加味しながらとい

う形だと思うんです。でも、そうではなくて例えば学校をここからこの部分だけ減らさなくち

ゃならないとかですね、地域の分を複合的な施設にとかいう形がありますよね、じゃあ、ある

意味地域の方々にあなた方の周りにはこれだけのやつがあるんですよね、これをどうやってう

まくまとめましょうかという話も含めてやっていただくという部分も、ある意味市民の参画と

いう部分では、そしてまた市民の政治的な成熟という部分で寄与する部分があると思うんです。

そういった手法をとることについては考えておられなかったのかどうかお聞かせいただけます

か。 

○ 行財政改革推進室主幹 

 この基本方針を３月に策定したわけですが、その後、各施設の所管課においてこの基本方針

を地域、関係団体等に丁寧に説明していただくようにお話をしています。それが大体５月６月

という形の中でされてあると思っております。今言われましたように、施設によっては、例え

ば学校等であれば保護者の方もおってありましょうから、そういう保護者の集まりの際とか、

市民懇談会とか意見交換会とかそういう中で基本方針を説明した中で、色んなご意見を吸い上

げていきたいというふうには考えています。 

○ 江口委員 

 今の話ですと、それぞれの所管課でやるという形になりますと、ある意味住んでおられる方々

が、それぞれの、ある意味分野ごとに断ち切られている、縦に切られて行く感じがするわけで

す。だけどこの公共施設のあり方というのはある意味地域的な全部の分野にわたる部分ですよ

ね。ですから縦に割るのではなくて、ある意味地域でくくる作業が必要なんだと思っています。

是非その点についてご検討した上でやっていただきたいということを要望いたします。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ ほかに質疑なし ） 

 ほかに質疑がないようですので、おはかりいたします。公共施設等のあり方については継続

審査とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 異議なしと認めます。よって公共施設のあり方については継続審査とすることに決定いたし

ました。これをもちまして公共施設等のあり方に関する調査特別委員会を散会いたします。お

疲れ様でした。 

 


